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【事案の概要】 

 

 原告森産業株式会社（以下「原告」という。）は、きのこ種菌・菌床等の

製造販売等を業とする株式会社である。訴外明治製菓株式会社（以下「明

治製菓」という。）は、登録品種の名称を「JMS 5K-16」とするしいたけ（以

下「本件品種」という。）に係る育成者権を有していたところ、原告は、平

成14年 9 月12日、明治製菓から本件品種に係る育成者権を譲り受け、平成

15年 2 月28日、その旨の移転登録を受けた。 

 しいたけの栽培方法には、「原木栽培」と「菌床栽培」という異なる栽培

方法があるところ、本件品種の品種登録原簿には、原木栽培による特性表

のみが添付されており、菌床栽培による特性表は添付されていない。なお、

本件当時、種苗法に基づく品種登録の運用上、しいたけについては、出願

品種の用途に菌床栽培が含まれる場合であっても、原木栽培に係る品種の
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特性（法18条 2 項 4 号）のみを品種登録原簿に掲載するとの取扱いがされ

ていた。 

 被告河鶴（以下「被告」という。）は、漬物の製造・企画・販売等を業と

する株式会社である。訴外河鶴農研は、被告の関連企業であり、きのこ類

の栽培及び販売等を業とする株式会社であったが、平成28年12月26日午後 

3 時に破産手続開始決定を受け、平成29年 4 月13日に破産手続廃止の決定

を受けたものである。 

 河鶴農研は、平成24年 2 月当時、〔1〕 国内の商社である訴外株式会社 

SSIT（以下「SSIT」という。）を通じて、中華人民共和国（以下「中国」と

いう。）の菌床生産者から菌床を購入するルート、〔2〕 国内のしいたけ栽培

業者から収穫物であるしいたけを仕入れるルートの 2 通りの方法で菌床

又はしいたけを仕入れ、上記 〔1〕 の菌床については国内の施設でしいたけ

を栽培した上で、被告に販売していた。被告は河鶴農研から購入したしい

たけを上記 〔1〕 及び 〔2〕 の区別なくパック詰めして小売店に販売してい

た。 

 平成24年 2 月 3 日、国内小売店舗で「長野県産『生椎茸』」、「長野県産

『肉厚生椎茸』」及び「長野県産『生しいたけ』」という名称が付されたしい

たけ（以下これらを併せて「被告各しいたけ」という。）が販売された。被

告各しいたけは、いずれも、被告が当該小売店舗に卸したものであった。 

 原告は、被告に対して、平成24年 5 月14日付け内容証明郵便（以下「本

件通知書」という。）により、被告各しいたけの対峙培養試験の結果、被告

各しいたけが原告の育成者権を侵害している可能性が高い旨を通知し（以

下「本件通知」という。）、同通知書は同月16日に被告に到達した。これに

対し、被告は、平成24年 6 月 4 日到達の書面（以下「本件回答書」という。）

により、中国の菌床生産者及びその種菌の購入先の名称、住所を原告に知

らせるとともに、購入先である SSIT から当該種菌のほとんどは中国で品

種登録されている「L-808」であるとの説明を受けていると回答した1。な

お、SSR マーカーを用いた DNA 解析の結果、被告各しいたけと「L-808」

 
1 河鶴農研は、SSIT から、購入した菌床には「L-808」のほか、「香★SD-1」も少な

いながらも含まれていると説明を受けており、被告はこの点についても原告に回答

した。本件では、被告各しいたけが「香★SD-1」であるかについては争点となって

いないため、本稿では省略する。 
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とは同一品種ではないことが明らかになった。 

 原告は、被告のしいたけ（収穫物）の生産、譲渡行為が育成者権を侵害

するものであると主張して、被告に対し、法33条 1 項に基づく収穫物の生

産、譲渡等の差止め、同条 2 項に基づく収穫物の廃棄、不法行為に基づく

損害賠償請求金及び遅延損害金の支払い等を求めた。 

 本件の主な争点は、①育成者権の及ぶ範囲、②法 2 条 5 項 2 号に基づく

権利行使の可否（カスケイド原則の適用の有無）、③過失の有無である。 

 原判決は、本件品種に係る育成者権は被告各しいたけに及ぶとして侵害

を認め（争点①）、原告による法 2 条 5 項 2 号に基づく権利行使を認めた

（争点②）。また、過失の推定規定が適用されるとしつつ、本件通知より前

の段階については過失の推定が覆滅されるとして（争点③）、差止・廃棄請

求及び一部の損害賠償請求を認容した。これに対し、被告は自己の敗訴部

分を不服として控訴し、原告は被告が賠償すべき損害額の増額等を求めて

附帯控訴した。 

 控訴審判決は、争点①及び③については、控訴審判決は原判決を支持し、

控訴審における当事者の主張に若干の応答を加えているのみであるが、争

点②については、原審と結論を異にした。このため、差止・廃棄請求は棄

却され、損害賠償額は大幅に減額されることになった。 

 

【判旨】（[ ]部は筆者による。） 

 

（一審）請求一部認容 

 

１．争点①（育成者権の及ぶ範囲）について 

（1）本件品種と被告各しいたけの対比について 

「証拠……によれば、被告各しいたけは種苗管理センターが寄託物とし

て預かったことが認められる。そして、当審において、種苗管理センター

に寄託されている被告各しいたけの各菌株と、同じく同センターに寄託さ

れている本件品種の菌株とを用いて鑑定を実施したところ、〔1〕 菌株から

菌床栽培して発生したしいたけの現物（培養期間：平成28年10月～平成29

年 3 月、発生期間：平成29年 3 月～同年 7 月）を比較すると、形態的特性

（菌傘、子実層たく、菌柄等）及び栽培的特性（子実体発生、培地適応性、
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乾物率、収量性等）の全ての項目において被告各しいたけと本件品種の数

値は類似していた、〔2〕 対峙培養の結果、帯線はみられず、同一菌株と考

えられる、〔3〕 生育試験の結果、菌株の生育特性が類似しており、同一菌

株と考えられる、との結果が得られた。 

 以上によれば、被告各しいたけは本件品種と特性により明確に区別され

ない品種であるものというべきである。」 

 

（2）育成者権の及ぶ範囲について 

「種苗法の品種登録制度はその保護の対象を『栽培方法』ではなく『品

種』としているところ、その『品種』とは、特性の全部又は一部によって

他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持し

つつ繁殖させることができる一の植物体の集合をいい（法 2 条 2 項）、現

実に存在する植物体の集合そのものを種苗法による保護の対象としてい

る。それゆえ、品種登録の際に品種登録簿に記載される品種の特性（法18

条 2 項 4 号）は、品種登録簿上、登録品種を同定識別するためのものであ

り、上記特性の記載によって権利の範囲を定めるものではないものと解さ

れる（知財高判平成18年12月25日・判時1993号117頁参照）。 

 したがって、本件品種の品種登録簿には複数の栽培方法のうち一つ（原

木栽培）の特性表しか添付されていなかったとしても、被告各しいたけが

本件品種と特性により明確に区別されない品種と認められる以上、本件品

種に係る育成者権は、その栽培方法にかかわらず被告各しいたけに及ぶと

いうべきであって、被告河鶴の［本件品種に係る育成者権は菌床栽培され

た被告各しいたけに及ばないとする］上記主張は採用することができな

い。」 

 

２．争点②（法 2 条 5 項 2 号に基づく権利行使の可否（カスケイド原則の

適用の有無））について 

「同各号［種苗法 2 条 5 項各号]にいう『権利を行使する適当な機会がな

かった場合』とは、例えば、〔1〕 育成者が第三者による種苗の無断増殖、

販売を知らず、収穫物が流通した段階で初めて当該種苗が無断で増殖され、

その収穫物が販売されていることを認識した場合、〔2〕 登録品種の種苗が

海外で無断増殖されたことから、育成者権 [ママ] がその事実を認識し、権
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利行使をすることが法的又は事実上困難である場合などを含むと解すべ

きである。」 

「本件品種に係るしいたけは、海外で無断増殖されて日本に輸入され、

原告が被告河鶴らによる種苗の無断増殖、販売を知らずに収穫物が流通し

た段階で被告各しいたけの無断販売を発見したのであるから、上記の『権

利を行使する適当な機会がなかった場合』に該当する。」 

「本件回答書……には、中国の菌床生産業者及び種菌の購入先の名称及

び住所が記載されているにすぎず、当該菌床生産者が侵害行為をしたこと

を裏付ける客観的な資料や説明はなく、かえって、S.S.IT は、河鶴農研に

販売した菌床が本件品種であると認めたことはなく、当該菌床は『L-808』

であると説明していたのであるから、上記回答後も原告が客観的資料に基

づいて侵害者を覚知することは困難であったというほかない。 

 加えて、中国は当時『植物の新品種の保護に関する国際条約』（UPOV 条

約）に加盟していたものの、しいたけについては平成28年 5 月15日まで保

護対象植物とはされていなかったため、原告が本件の侵害対象期間当時、

中国国内で本件品種の育成者権を主張することはできなかった……。 

 そうすると、上記回答後も原告が侵害者を覚知することができない以上、

当該侵害者に対して許諾契約の締結、日本の税関に対する侵害疑義物品の

輸入差止めの申立てなどにより権利行使を行う適切な機会を得ることが

できたということはできない。 

 したがって、原告は、本件品種の収穫物に対して育成者権を行使するこ

とができる。」 

 

３．争点③（過失の有無）について 

（1）法35条 (過失の推定) の適用の有無 

「本件における被告河鶴の行為に対する法35条（過失の推定）の適用の

有無に関し、被告河鶴は、〔1〕 現在の品種登録の取扱い上、菌床栽培のし

いたけの特性が公示されていないこと、〔2〕 しいたけの品種の異同につい

て調査・確認を行うのは著しく困難であることなどを理由として、同条は

適用の前提を欠くので、過失は推定されないと主張する。 

 しかし、法35条は、『他人の育成者権又は専用利用権を侵害した者は、そ

の侵害の行為について過失があったものと推定する。』と規定するのみで
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あって、公示の範囲や侵害の調査・確認の難易度によりその適用範囲を制

限又は限定する旨の例外規定は、特段設けられていない。」 

「したがって、本件において法35条自体が適用されないとする上記主張

は、採用することができず、被告河鶴の主張する事情は、過失の覆滅事情

として考慮すべきである。」 

 

（2）過失の推定覆滅事由の有無 

「被告河鶴は、〔1〕 本件品種の品種登録簿には菌床栽培の特性表が添付さ

れておらず、しいたけは菌床栽培と原木栽培でその特性が大きく異なるこ

とから、公示された原木栽培の特性から本件品種との同一性を確認するこ

とができないこと、〔2〕 しいたけの菌床栽培による比較栽培試験を実施で

きる機関は極めて限られており、品種の異同の調査・確認を行うのは非常

に困難であったこと、〔3〕 河鶴農研は、S.S.IT から当該菌床は『L-808』等

であるとの説明を受けており、請求書等の表示からも品種名は知り得なか

ったこと、〔4〕 本件通知後に DNA 分析を行うなどして可能な調査・確認は

尽くしたことなどを理由に、本件では過失の推定を覆滅すべき事情が存在

すると主張する。 

 そこで、以下、本件通知の前後に分けて、過失の覆滅事由の有無につい

て検討する。」 

 

① 本件通知より前の段階について 

「河鶴農研は業としてしいたけを生産、販売していたものであり、被告

河鶴も業としてこれを販売していたのであるから、購入したしいたけの種

菌等が品種登録を受けている品種と特性により明確に区別されない品種

であるか否かを慎重に調査・確認すべき注意義務を負うというべきである。 

 他方、……種苗法に基づく品種登録の運用上、しいたけについては、出

願品種の用途に菌床栽培が含まれる場合であっても、原木栽培に係る品種

の特性のみを品種登録原簿に掲載するとの取扱いがされていること……、

原木栽培と菌床栽培とでは発生するしいたけの特性が大きく異なること

の各事実が認められる。 

 そうすると、本件において被告河鶴らが育成者権の侵害の有無を調査・

確認するには、被告河鶴及び河鶴農研が取引先からの説明及び請求書の表
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示等から本件品種に係る菌床であると認識することができず、かつ、しい

たけの品種登録制度に関する現在の取扱いの下では本件品種に関して公

示されている特性表（原木栽培のみ）との対比によっても被告各しいたけ

（菌床栽培）と本件品種の異同を判別することができない以上、まず、その

取り扱うしいたけについて原木栽培を行った上で、登録されている全ての

品種の特性表との対比を行い、その上で、育成者権を侵害するおそれがあ

る品種については必要に応じて DNA 解析等による調査・確認を行うこと

が必要となるが、被告河鶴らのような通常の取引業者にそこまでの注意義

務を課すことは相当ではないというべきである。」 

「菌床栽培に係るしいたけの特性は公示されていない以上、育成者権者

として菌床栽培した場合の本件品種の特性を把握している原告と異なり、

通常の取引業者は、自らの取り扱う菌床栽培に係るしいたけと本件品種と

の異同を外見から判別することは困難であったというべきである。」 

「過失推定の覆滅事由の有無は、菌床の販売業者からの説明内容及びそ

の合理性、請求書等の表示、育成権者 [ママ] からの指摘の有無なども含め、

各事案における事実関係を踏まえて総合的に判断されるものであり、しい

たけに係る品種の公示の在り方から常に過失がないと判断されるもので

はない。」 

「以上のとおり、本件通知前の段階においては、〔1〕 河鶴農研は S.S.IT か

ら購入する菌床が『L-808』との説明を受け、その説明に疑念を差し挟むべ

き事情はうかがわれないこと、〔2〕 S.S.IT 等からの請求書にも品種の表示

はなかったこと、〔3〕 品種登録制度の運用上、被告河鶴及び河鶴農研は品

種登録簿に添付された特性表から品種の異同を判断することはできなか

ったことなどの事情が認められ、これらは過失の覆滅事由に当たるという

べきである。」 

 

② 本件通知後について 

「本件通知書には、被告各しいたけは本件品種に係る育成者権を侵害す

る可能性が高いと記載され、本件品種、被告各しいたけの商品表示及び品

種の異同に関して実施した試験方法まで明記されているのであるから、本

件通知後、被告河鶴は、被告各しいたけが本件品種に係る育成者権の侵害

に当たるかどうかについて、DNA 解析も含め適切な調査・確認をする義務
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を負うというべきである。」 

「被告河鶴が行ったとする DNA 解析は、解析に用いた資料が本件品種か

どうかについても疑問である上、リボソーム RNA 配列の遺伝子領域にあ

る ITS1 の DNA 塩基配列を検査するものであり、しいたけという種のレベ

ルまでしか同定できないものであるから……、調査・確認として不十分で

あったといわざるを得ない。」 

「本件品種の DNA 配列は国立遺伝学研究所において公開されている上

……、品種の異同の調査・確認手段としては、対峙培養試験、DNA 解析な

ど複数の方法があるのであるから、被告河鶴又は河鶴農研が本件品種との

異同を調査・確認することは十分可能であったと考えられる。 

 したがって、本件通知後の被告河鶴の行為については、過失の推定を覆

滅すべき事由はなく、同被告には過失があると認めるのが相当である。」 

 

（控訴審）請求一部認容（原判決一部変更） 

 

 控訴審は、争点①及び③については原判決を引用し、これを支持した。

争点②については、原審とは異なる相手方に対する「権利を行使する適当

な機会」を検討しており、そのため、原審とは結論を異にした。また、原

審では例示にとどまったカスケイド原則について定式を示した。 

 

争点②（法 2 条 5 項 2 号に基づく権利行使の可否（カスケイド原則の適用

の有無））について 

「『権利を行使する適当な機会』とは、種苗法の規定の基となった植物の

新品種の保護に関する国際条約（UPOV 条約）14条の規定をも参酌すれば、

育成者権者等が、第三者によって登録品種の種苗や収穫物が利用（無断増

殖等）されている事実を知っており、かつ、当該第三者に対し、許諾契約

を締結することなどによって育成者権を行使することが法的に可能であ

ることをいうものと解される。 

 しかるところ、被告各しいたけに関して控訴人が行った行為は、収穫物

である被告各しいたけの販売（譲渡）にすぎないのであるから、かかる控

訴人の行為に対して被控訴人が本件育成者権を及ぼすことが可能かどう

かは、まず、被告各しいたけの種苗における行為に関して被控訴人が本件
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育成者権を行使する適当な機会があったかどうかによる。」 

「被告各しいたけに係る取引の経過について検討するに、控訴人提出の

証拠……及び弁論の全趣旨によれば、〔1〕 控訴人が河鶴農研から購入した

被告各しいたけには、河鶴農研が国内の輸入業者である SSIT から購入し

た菌床で栽培したものが含まれており、〔2〕 かかる菌床は SSIT が中国の菌

床製造業者から輸入したものであり、〔3〕 中国の菌床製造業者は中国の種

菌業者から種菌を購入してかかる菌床を製造したものと認められるから、

これを……時系列に従って整理すれば、客観的な取引経過は大要次のとお

りであったと認められる。 

ア 中国の業者が中国国内で本件育成者権の権利範囲に属する種苗（菌床）

を生産した。 

イ アの種苗（菌床）を日本の仲介業者であるSSITが日本国内に輸入して

河鶴農研に販売（譲渡）した。 

ウ 河鶴農研がその種苗（菌床）を用いて収穫物である被告各しいたけを

生産（栽培）した。 

エ ウの被告各しいたけを控訴人が買受けて（他の仕入品と共にパック詰

めして）各小売店に販売（譲渡）した。 

 しかるところ、法 2 条 5 項 1 号における『輸入』とは、外国にある種苗

を国内に搬入する行為をいうものと解されるから、前記イの SSIT の行為

のうち、前記アの種苗を日本国内に輸入した行為は、正に同号における『輸

入』に該当するものと認められ、また、同種苗を河鶴農研に販売（譲渡）

した行為は、同号における『譲渡』に該当する。」 

「被控訴人が平成24年 5 月14日付け内容証明郵便……によって、本件品

種と対峙培養試験を行った結果、被告各しいたけが本件育成者権を侵害し

ている可能性が高い旨を通知したのに対し、控訴人は、同年 6 月 4 日到達

の書面……によって、〔1〕 被告各しいたけは、いずれも河鶴農研から仕入

れているものであること、〔2〕 河鶴農研が控訴人に納入するしいたけには、

国内の生産者から仕入れているものと、河鶴農研自身が入手した菌床を基

に生産しているものとがあること、〔3〕 後者の生産に関しては、河鶴農研

は商社である SSIT を通じて中国の菌床生産者から購入した菌床により、

しいたけの生産を行っていること等を回答しており、これによれば、本件

回答書には、中国の菌床の購入先や種菌の購入先の名称及び住所のみなら



育成者権の保護範囲に係るカスケイド原則(渡邉) 

知的財産法政策学研究 Vol.64(2022) 253 

ず、SSIT の名称や住所（本店所在地）についても明記されていたことが認

められる。 

 そうとすれば、被控訴人は、本件通知書を発出した時点で既に対峙培養

試験を行って被告各しいたけが本件育成者権を侵害している可能性が高

いとの客観的な証拠を得ており、なおかつ、本件回答書によって、種苗で

ある菌床を国内の輸入業者（SSIT）が輸入して販売しているとの事実及び

その輸入業者を具体的に特定するに足る情報を得たのであるから、これに

より、本件品種の種苗が第三者（SSIT）によって利用（無断増殖等）され

ている事実を知ったといえ、また、少なくとも本件回答書の到達以降に国

内で販売（譲渡）される輸入菌床については、かかる第三者（SSIT）との

間で許諾契約を締結することなどによって本件育成者権を行使すること

が法的に可能となったとみるのが相当である。」 

「これに対し、被控訴人は、本件回答書には、中国及び日本の菌床生産業

者及び種菌の購入先の名称及び住所が記載されているにすぎず、当該菌床

生産者が侵害行為をしたことを裏付ける客観的な資料や説明はなく、かえ

って、唯一の日本の菌床輸入業者である SSIT は同社が河鶴農研に販売し

た菌床が本件品種であることを否定し、当該菌床は『L-808』と『香★SD-

1』であると説明していたのであるから、本件回答書を受領した後も、被控

訴人が控訴人及び河鶴農研以外の侵害者を特定して権利行使することは

法的にも事実上も困難であった、などと主張する。 

 しかしながら、本件回答書に菌床の輸入販売を行った者として SSIT の

名称や本店所在地が明記されていたことは前記のとおりであるし、被控訴

人が、本件回答書を得た時点で既に対峙培養試験を行って被告各しいたけ

が本件育成者権を侵害している可能性が高いとの客観的な証拠を得てい

たことも前記のとおりであるから、被控訴人が SSIT に対して（SSIT を種

苗に関する侵害者と特定して）権利行使することについて少なくとも法的

な妨げはなかったというべきである。」 

「以上によれば、被控訴人は、少なくとも本件回答書を得た平成24年 6 月 

4 日以降に SSIT を通じて国内で販売（譲渡）されるしいたけの菌床につい

ては、種苗の段階で（SSIT に対して）権利を行使する適当な機会がなかっ

たとはいえないから、被控訴人は、控訴人による被告各しいたけの販売の

うち、同日以降に国内で販売（譲渡）されたしいたけの菌床によって得ら
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れた収穫物であるしいたけの販売については、法 2 条 5 項 2 号により権利

行使できないことになる。 

 そして、本件品種につき、生産者にしいたけの菌床が届いてから培養・

発生を終了して菌床を廃棄するまでの日数（生産者栽培期間）が230日（培

養80日、発生150日）とされているところ……、本件品種と特性により明確

に区別されない品種である被告各しいたけについても同様に考えること

ができるといえるから、遅くとも、平成24年 6 月 4 日から230日余を経過

した平成25年 2 月以降に販売される被告各しいたけ（収穫物）については、

全て平成24年 6 月 4 日以降に国内で販売（譲渡）された菌床（権利行使可

能な種苗）によって得られたものと合理的に推認することができる。また、

平成24年 6 月 4 日から、菌床の培養期間（80日）が経過した後である、遅

くとも平成24年 9 月以降は、平成24年 6 月 4 日以降に購入された菌床から

のしいたけも収穫されることになる。したがって、平成24年 9 月以降に販

売された被告各しいたけには、平成24年 6 月 3 日以前に購入された菌床か

らのしいたけと、同月 4 日以降に購入された菌床からのしいたけが含まれ

るものであり、両者の割合は各 2 分の 1 と推認するのが相当である。 

 したがって、平成24年 9 月から平成25年 1 月までの被告各しいたけの販

売のうちその半量分と、平成25年 2 月以降に行われた被告各しいたけの販

売は、法 2 条 5 項 2 号かっこ書の要件を満たさないものとして、同号本文

の利用行為に該当せず、被控訴人は控訴人に対し権利行使できないと認め

るのが相当である。」2 

 

【検討】 

 

Ⅰ はじめに3 

 

 本件は、育成者権の保護範囲に係る多くの論点が争われた事案である。

 
2 本件は、最決令和 2 年 1 月23日令和元年(受)第1015号により上告不受理決定がな

され、知財高裁判決が確定している。 

3 控訴審の評釈として、長谷川遼 [判批] 民事判例19・2019年前期120頁 (2019年)、茶

園成樹 [判批] L&T 86号73頁 (2020年)、平井佑希 [判批] 知財ぷりずむ17巻201号 
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とりわけ、種苗法に特有の規定である育成者権の段階的行使の原則（カス

ケイド原則）については、本件において初めて争点として取り上げられた

ものであり、本判決がその定式を示した点で検討に値するものである4。本

稿では、本判決が示したカスケイド原則の定式を素材として、育成者権の

保護範囲がどのような要件の下で、後の段階の植物体にまで及ぶかを検討

していきたい。 

 

Ⅱ カスケイド原則について 

 

１．カスケイド原則とは 

 法は、品種について、「種苗」、「収穫物」、「加工品」という段階を想定し

ている。育成者は、その権利の範囲に属する品種を「利用」することにつ

いて排他的な権利を有することになるが、この利用行為について定義規定

が置かれている。そこでは、法 2 条 5 項 1 号において種苗に対する行為が

定義された後、同項 2 号及び 3 号において収穫物及び加工品に対する行為

について概ね種苗と同様の一般的な行為形態が定義され、括弧書きにおい

て、その前の段階（すなわち収穫物にとっては種苗、加工品にとっては種

苗及び収穫物）での利用行為について「権利を行使する適当な機会がなか

った場合」に限り、「利用」に該当すると定義され、育成者が権利を行使で

きる場合が限定されている。この育成者権の段階的行使の原則は、カスケ

イド原則と呼ばれている。 

「権利を行使する適当な機会」という文言のみからは、具体的にいかな

る状況においてカスケイド原則が適用されるかが明らかではなく、これを

いかに解釈するかが問題となる。 

 

 

(2019年 6 月号) 7 頁 (2019年) がある。また、原審である地裁判決の評釈としては、

中山良平 [判批] 知財ぷりずむ17巻194号 (2018年11月号) 78頁 (2018年)、平井佑希 

[判批] 知財ぷりずむ16巻192号 (2018年 9 月号) 28頁 (2018年)、苗村博子 [判批] WLJ 

判例コラム150号 (2018年) がある。 

4 我が国において育成者権侵害訴訟は非常に少ない。管見の限りでは、本稿執筆時

点で、本件を含めて 7 件確認している。 
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２．カスケイド原則の導入の経緯 

 現行種苗法は、1991年の UPOV 条約の改正（以下、1991年に改正された 

UPOV 条約を「91年条約」という。）を受けて、91年条約に準拠した内容を

目指して、平成10年に旧種苗法を全部改正する形式で制定されたものであ

り5、カスケイド原則も、種苗法に先行して同条約において定められたもの

である。同条約は、収穫物及び加工品に関する行為について、その前の段

階で育成者が権利を行使する「合理的な機会（reasonable opportunity）」が

なかった場合に限り、育成者の許諾を要すると定めている（14条(2)及び

(3)）。以下では、まず、種苗法における「権利を行使する適当な機会」の

解釈を論じる前提として、91年条約におけるカスケイド原則の導入に関す

る議論を確認する。次に、日本の種苗法においてカスケイド原則の趣旨が

どのようなものとして説明されているかを確認したい。 

 

（1）91年条約の目的 

 近代以降、科学的な交配による育種方法が広まると、新品種の育成には

多額の投資（技術、労働力、原料、資金等）と長期の年月が必要となった。

しかし、植物の性質上、一度新品種が市場に出回れば、採種等の手段によ

りこれを増殖することは容易であるため、育成者の投資の回収は難しくな

る。そこで品種保護制度の創設が模索され、各国共通の枠組みとして1961

年に UPOV 条約が締結された。その後、1978年に改正された条約（以下「78

年条約」という。）までは、育成者権は、原則として種苗にのみ及ぶことと

されていた（78年条約 5 条)6。 

 しかし、育成者権が種苗にのみ及ぶとした78年条約によれば、ある種苗

を購入して自家増殖し、収穫物を生産販売する行為には権利が及ばない。

そのため、同条約に対しては、簡単に栄養繁殖により増殖する種類の花や

果樹の種苗業者から、これでは権利の保護に十分ではないという批判が強

 
5 農林水産省生産局知的財産課編著「最新 逐条解説 種苗法」(ぎょうせい、2009年) 

494頁。 

6 78年条約でも、種苗以外の用途のために販売された観賞用植物が種苗として利用

された場合は、それによって生産された観賞用植物の販売についても育成者権者は

権利行使することができると定められている。 
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硬に主張された7。さらに78年条約採択後、バイオテクノロジーの発展や種

苗の国際流通の進展が原因となって育種にかかる費用が増大し、また、育

成者権が大規模に侵害される可能性も高まってきた。こうした状況に対処

し、育成者権のより適切な保護を図るため、権利範囲の拡大等による育成

者権の強化が目指された8。 

 

（2）91年条約におけるカスケイド原則の導入に関する議論9 

 91年条約で「合理的な機会」という文言によるカスケイド原則が導入さ

れるまでには、二段階の議論がなされた。 

 第一段階は、全体の外交会議で行われ、収穫物に対する権利の行使に何

らかの条件を付すことの可否が議論された。前述のとおり、条約改正にあ

たっては育成者権の強化が目指されたため、当初、条約事務局は、権利の

範囲を収穫物まで広げる案、すなわちカスケイド原則を採用しない案を基

本提案としていた。しかし、このように権利の範囲を無条件に広げること

については慎重な立場も見られ、日本及びスペインがカスケイド原則を導

入すべきことを提案した。 

 基本提案を支持し、カスケイド原則に反対する代表団は、そもそも本改

正は育成者権の強化を目的としているのであるから、その趣旨に反するの

ではないかと指摘した。また、権利行使に条件を付した場合には、育成者

にその条件の成就についての主張立証責任が課される等、権利行使に対し

てハードルが設けられることも嫌われた。さらに、権利消尽の法理との関

係で混乱をきたすのではないかという見解も示された。一方、カスケイド

原則に賛成する代表団は、少数の育成者が権利行使の段階を自由に選択す

ることで、収穫物段階での流通が不安定になることを懸念した。また、ロ

イヤルティは可能な限り早い段階で回収するべきであると主張した。 

 これらの見解の対立は、権利範囲のデフォルトをどこに置くかという思

 
7 江頭公子「改正 UPOV 条約について」ジュリスト990号32頁 (1991年)。 

8 農林水産省編・前掲注 5・482頁。 

9 INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV), 

RECORDS OF THE DIPLOMATIC CONFERENCE FOR THE REVISION OF THE INTERNATIONAL 

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETY OF PLANTS 28-31, 311-17 (Geneva 

1991). 
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想の違いによるものともいえる。カスケイド原則に反対する代表団は、「収

穫物」まで権利範囲を広げることをデフォルトとしようと考えているのに

対し、賛成する代表団は、あくまでも「種苗」を権利範囲のデフォルトと

して考えていることが窺える。以上のことが議論され、10対 8 という僅差

でカスケイド原則の導入が決まり、UPOV では僅差で「種苗」が権利範囲

のデフォルトであることが示されたといえよう。 

 第二段階は、ワーキンググループで行われ、カスケイド原則の内容が議

論された。日本及びスペインは、既に第一段階の議論の際にカスケイド原

則の内容を提案していた。スペインの提案は、収穫物に対する権利の行使

は育成者が種苗段階で権利行使の法的可能性（legal possibility）を有してい

なかった場合に限るというものであった。また、日本の提案は、収穫物に

対する権利の行使について、「状況に応じて要求されるあらゆる相応の注

意」（all due care required by the circumstances）にもかかわらず、育成者が種

苗段階で権利を行使することができなかった場合に限るというものであ

った。しかし、議論の詳細は明らかではないが、両国が主張する文言がそ

のまま採用されることはなく、最終的に「合理的な機会」という文言が採

用されることになった。ただし、日本が提案した「相応の注意」概念は「合

理的な」という文言に含まれていることが明らかにされている10。また、

長谷川は、スペイン案がそのまま採用されなかった点からは、「合理的な

機会」の不存在を種苗段階での権利行使が法的に不可能であった場合に限

定することはできないだろうと述べる11。 

 

（3）新種苗法によるカスケイド原則の採用 

 こうした UPOV 条約の改正経緯を経て、日本国内でカスケイド原則を有

する新種苗法が制定された。 

 

第 2 条 

 1 ～ 4  （略） 

 5  この法律において品種について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。 

 
10 UPOV・前掲注 9・146。 

11 長谷川・前掲注 3・122頁。 
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 一 その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出

し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為 

 二 その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡

若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこ

れらの行為をする目的をもって保管する行為（育成者権者又は専用利用権

者が前号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場

合に限る） 

 三 その品種の加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡

し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保

管する行為（育成者権者又は専用利用権者が前二号に掲げる行為について

権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る） 

（本号追加：平成17年法律第59号） 

 

 農林水産省は、カスケイド原則について、「育成者権者が種苗の段階で

権利を行使することが可能であったのに、これを行使せずに収穫物の利用

について権利を行使する場合や、収穫物の段階で権利を行使することが可

能であったのに、これを行使せずに加工品について権利を行使する場合等

には、収穫物又は加工品の生産や流通に混乱を生じさせるおそれがあるの

で、育成者権の保護と登録品種の収穫物及び加工品の生産・流通の安定性

の確保という公益との調和を図ろうとするものである」とし、「この原則

により、収穫物の利用については種苗の段階の利用を補完し、加工品の利

用については種苗及び収穫物の利用を補完するものとして位置付けられ

る」と説明している12。また、同原則は「著作権法のワンチャンス主義（第

91条第 2 項等）に対応する」ものであるとも説明している。ワンチャンス

主義の趣旨は、実演家に重複利得の機会を与えず、利用・流通を円滑化す

ることにあるが、カスケイド原則も、前の段階の利用について一度許諾権

を行使するか、その機会があったのにもかかわらず、許諾権を行使しなか

った場合には、その下流に位置する後の段階の利用について許諾権の行使

を認めないことで、農作物の生産・流通の安定性を確保することを目的と

 
12 農林水産省編・前掲注 5・13頁。 
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するものだからである13。 

 

３．カスケイド原則の適用要件に関する学説の整理 

 ここまで、カスケイド原則の導入の経緯を確認してきた。以下では同原

則の適用要件である「権利を行使する適当な機会」の解釈に関する学説を、

「権利」と「適当な機会」の 2 つに分けて整理していく。論者によって両者

のどちらに重きを置いて論じているか異なり、またこれらは密接に関連し

ているため、分けて整理することは不適当と思われるかもしれない。しか

し、文理上、「権利」が確定して初めてその「適当な機会」をどのように解

するかが決まるものであるため、このような整理は十分に意義があるもの

と考える。 

 

（1）「権利」について 

「権利」の解釈に関する議論は、大きく分けて 2 つある。第一に、「権利」

は、利用許諾権、差止請求権、損害賠償請求権等のどこまでを含むのかと

いうことである。この点については、農林水産省の見解及び学説が分かれ

ているため、1 つ 1 つ確認していきたい。第二に、「権利」は、日本国内の

権利に限られるのか、外国における権利も含まれるのかということである。

この点については、学説等を簡単に紹介するにとどめる。 

 

①「権利」の種類について 

ア）利用許諾権に限る見解 

 農林水産省は、「権利」について、「種苗又は収穫物に対する利用許諾権」

であり、「育成者権等の侵害に対する差止請求権、損害賠償請求権等につ

いては、育成者権等が侵害された場合の効果として発生するものである｣14

から、これに該当しないという。 

 差止請求権及び損害賠償請求権等について「権利」に該当しないと述べ

ていることの意義は何であろうか。まず、利用者の行為が終了した後は、

育成者権者は侵害者に対して損害賠償請求権等しか有しないのであるか

 
13 農林水産省編・前掲注 5・14頁。 

14 農林水産省編・前掲注 5・13頁。 
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ら、損害賠償請求権を「権利」に含まないことによって、この局面を排除

していることがわかる。次に、利用許諾権と差止請求権とを区別している

ことの意義は必ずしも明らかではない。しかし、差止請求権及び損害賠償

請求権について言及する際に、「育成者権等が侵害された場合の効果」で

あるから、「権利」に該当しないと述べていることを踏まえると、育成者権

が侵害された後の、すなわち「事後の」利用許諾権を含まないものと理解

しているようである。よって、差止請求権と区別した上で利用許諾権に限

るとする見解は、「事前の」利用許諾権のみを「権利」とする見解といえ

る。 

「事前の」利用許諾権とは、具体的にいつの時点を指すのだろうか。収穫

物の生産業者の利用行為に対して、侵害訴訟を提起した局面を想定してみ

よう。このとき、侵害行為の対象は、収穫物の生産業者の手元にある収穫

物であるのが通例であり、この収穫物の元となった種苗を生産・譲渡した

種苗業者に対しては、事前の利用許諾権を行使することはできない。それ

にもかかわらず、この見解が事前の許諾権の有無を論じている以上、そこ

でいう「事前」の判断基準時は、収穫物の生産業者に対する侵害訴訟の提

起（権利の行使）時点ではなく、過去に当該種苗が種苗業者の手元にあっ

た時点ということとなり、種苗業者が「譲渡」を行う前に利用許諾権を行

使する適当な機会があったか否かを問うているのであろう。 

 この見解に立つと、育成者権者に要求される「権利」の行使は、前の段

階の利用者が「譲渡」行為を始める前に行う利用許諾権の行使という相対

的に早い段階でのものとなる。そのため、カスケイド原則の適用は限定的

になり、後の段階の利用者に対して広く権利行使することができる。 

 

イ）利用許諾権と差止請求権を含む見解 

 茶園は、「権利」について、損害賠償請求権は過去の侵害に対するもので

あるから、これを含まないことは当然であるとし、一方で、現在の侵害に

対する差止請求権と利用許諾権に違いはなく、これらは「権利」に含まれ

るものと解している15 16。 

 
15 茶園・前掲注 3・80頁。 

16 なお、田村はイ)とウ)のいずれの見解を採るか明らかではないが、差止請求権等
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 この見解は、差止請求権を含むとする点でア) の見解と異なるが、差止

請求権を行使できる局面というのは、同時に事前の利用許諾権を行使でき

る局面である。すなわち、ア) の見解では、当該種苗が種苗業者の手元に

あったときに事前の利用許諾権を行使することが想定されているが、この

とき当該種苗については差止請求権も行使することができる。一方、種苗

業者の手元を離れた種苗については利用許諾権のみならず差止請求権も

行使することはできない。よって、ア) とイ) の見解とでは、育成者権とい

う知的財産権の効力をいかに観念するかということのみが異なり、想定し

ている具体的な局面は変わらないと考えられる。 

 

ウ）利用許諾権と差止請求権に加えて損害賠償請求権をも含む見解 

 平井は、「知的財産権の事前許諾が行われるのは、事後的に差止請求や

損害賠償請求を受けないようにするためであり、事前の許諾権は事後の差

止請求権、損害賠償請求権と一連一体、表裏一体の関係にある」とし、ま

た、事前の許諾権のみを「権利」に含むと解する合理性もないとして、農

林水産省の見解を批判している。 

 この見解に立つと、既に利用行為を終えた前の段階の利用者に対して有

する損害賠償請求権も「権利」の範囲に含まれるため、「権利」を行使し得

る時的範囲も広がることになる。そのため、カスケイド原則が広く適用さ

れて、一次的に前の段階の利用者に対する損害賠償請求という形での権利

行使が求められることになり、後の段階の利用者に対する権利行使は上述

の見解と比べてかなり制限されることになる。イ) で挙げた具体例では、

種苗業者に対して既に譲渡されてしまった種苗については「権利」を行使

できず、収穫物の生産業者に権利行使できたが、ウ) の見解によると、育

成者権者は、このような場合でもなお種苗業者に対して「権利」を有する

ため、「適当な機会」がある限り、収穫物の生産業者に対しては権利行使で

きないことになる。これは、上述の見解よりも、さらに取引安全を実現す

るものであるといえよう。 

 

 

の排他権(消極的効力)から離れて積極的利用権を観念することについて否定的で

ある。田村善之「知的財産法」(第 5 版) (有斐閣、2010年) 241頁。 
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② 外国における権利は「権利」に含まれるのか 

 農林水産省は、「権利を行使する適当な機会がなかった場合」の具体例

として、「外国で登録品種の種苗が無断増殖され、その種苗から得られた

収穫物や当該収穫物から生産された加工品が日本に輸入された場合」を挙

げている。農林水産省は、後述するとおり、「権利を行使する適当な機会」

について、「権利者の主観」と「権利行使の法的可能性」として理解してい

るが、上の具体例をこの定式に当てはめると、外国における育成者権に相

当する権利は「権利」に含まれないと解しているようである17。ゆえに、

外国の種苗業者に対して外国の権利を行使し得たとしても、日本国内にお

ける収穫物の生産業者に対する権利行使は制限されることはない。 

 また、茶園は、条文の構造上、「権利」とは「育成者権者又は専用利用権

者」が有する「権利」を意味することから、「本来的にわが国における権利

の行使を指す」はずであり、「わが国における権利を行使することのでき

る段階が外国における権利行使の状況によって左右されることは適切で

はない」として、外国における権利はこれを含まないものと解している18。

この見解によると、外国で種苗の生産・譲渡等が行われており、当該国の

育成者権に相当する権利を有していたとしても、その権利は「権利」にあ

たらないため、カスケイド原則の適用にあたっては考慮されない。品種が

我が国に輸入されて初めて、育成者権者が種苗法における「権利」を行使

する可能性が生じ、カスケイド原則の適用が検討されることになる。ゆえ

に、外国の種苗業者に対して外国の権利を行使し得たとしても、日本国内

における収穫物の生産業者に対する権利行使は制限されることはない。 

 一方、江頭は、「権利を行使する合理的な機会がなかった」とされる具体

例として、「特定の施設内で保護品種の種苗が増殖されて収穫物、加工品

の形態で市場に出された場合や、品種保護制度のない外国で増殖されて収

穫物、加工品の形態で我が国へ輸入される場合」を挙げている。品種保護

制度の有無についてあえて言及していることからは、「権利」には、外国に

 
17 あるいは、外国での行為に対しては権利行使の法的可能性がおよそないものと解

しているようにも思える。長谷川も同旨。長谷川・前掲注 3・123頁。 

18 茶園・前掲注 3・81頁。 
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おける権利も含まれるものと解していることがわかる19。これは、UPOV 加

盟国であるか否かを重視する見解である。この見解によると、外国で種苗

が生産・譲渡等が行われている場合に行使し得る外国における権利も「権

利」に含まれるため、広くカスケイド原則が適用され、後の段階の利用者

に対する権利行使はより制限されることになる。すなわち、我が国の育成

者権者が、UPOV 加盟国における育成者権に相当する権利も有している場

合、当該外国の種苗業者に対して当該外国の権利を行使し得た場合には、

日本国内における収穫物の生産業者に対する権利行使は制限されること

になる。 

 

（2）適当な機会について 

「適当な機会」に関する学説は、農林水産省によって示された定式を前

提として学説が展開されているため、まず農林水産省の定式を確認し、そ

の後、学説を概観していく。 

 

① 主観説：農林水産省の定式―権利者の主観＋権利行使の法的可能性 

 農林水産省は、上述のように「権利」を利用許諾権に限定して解した上

で、「権利を行使する適当な機会」とは、育成者権者等が、その前の段階に

おいて、「登録品種を利用している第三者との間で許諾契約を締結するこ

となどができる状況をいう」としている。これはさらに、「育成者権者等に

おいて、当該第三者が登録品種を利用している事実を知っており、かつ、

育成者権者等が許諾等により権利行使することが法的に可能であった場

合」と説明されており、カスケイド原則の内容を権利者の主観と権利行使

の法的可能性に定式化したものといえる20。 

 このような農林水産省の見解に対して、それを修正し、あるいは否定す

る学説が示されている。以下では、「適当な機会」をより狭く解釈するもの

から順に見ていく。 

 

 
19 江頭の見解は、国内の種苗法におけるカスケイド原則の説明ではなく、UPOV 条

約におけるカスケイド原則の説明であることを予め断っておく。江頭・前掲注 7・

33頁。 

20 農林水産省編・前掲注 5・13頁。 
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② 契約締結の機会説 

 平井は、前述のとおり、「権利」について損害賠償請求権を含むべきであ

ると主張しており、そこでは農林水産省の見解より広い解釈を採用してい

たわけであるが、「適当な機会」を解釈する場面では仮定的に農林水産省

の見解に従い、「許諾権」のみを意味する場合を想定して議論を進めてい

る。そして、カスケイド原則が、文言上「適当な」機会を要求しているこ

とに照らし、種苗に関する侵害の事実やその相手方を知ったというだけで

はなく、その相手方が侵害の事実を認めてライセンスを受ける意思を表明

するなど、許諾契約を締結して適切な許諾料を得ることができる蓋然性が

高いといえるような場合に限って「権利を行使する適当な機会」があると

解釈することも可能であると述べている21。 

 そもそも、平井は、種苗法が権利消尽の法理を明文で規定している以上、

カスケイド原則が独自の意義を有するのは、育成者権者等の意思に反して

侵害品種の種苗が流通してしまったような場合と想定されるところ、既に

消尽の法理により相応の取引の安全が図られている以上、それを超えてカ

スケイド原則によりさらに育成者権の行使を制限してまで取引の安全を

図るだけの合理性があるのか疑問であるとする。また、近時、海外への優

良品種の流出が大きな問題となっている中、海外から侵害品種の種苗が還

流してしまった場合に育成者権が大きく制約されてしまうというのは、我

が国の育成者権の保護、ひいては国内の農産業の保護に悖る結果となると

主張する22。 

 
21 平井 (控訴審)・前掲注 3 知財ぷりずむ17巻201号21頁。 

22 平井 (控訴審)・前掲注 3 知財ぷりずむ17巻201号20頁。このように平井が、「適当

な機会」のところで、カスケイド原則の適用範囲を極力狭め、育成者権者の権利行

使を保護する方向性を志向することを表明している以上、前述した「権利」とは何

かという論点についても限定的に解釈し、カスケイド原則の適用範囲を狭めること

が自然であるように思われる。ところが、上述のとおり、平井は「権利」について

は農林水産省よりも広く、損害賠償請求権までをも含むものと解釈している。もっ

とも、その種の概念的な論理とはまた別に、種苗法にいう「権利を行使する適当な

機会」における「権利」を農林水産省のように事前の許諾権に限定するという解釈

を採用することは論理的に不可能ではなかったと解される。いずれにせよ、平井は、

「適当な機会」を極めて限定的に解釈することによって、カスケイド原則の適用を制
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 以上の平井の見解を本稿では「契約締結の機会説」と呼称することにし

たい。「契約締結の機会説」は、収穫物や加工品まで権利の範囲を広げるこ

とをデフォルトとして考えているようである。この説は、農林水産省の見

解よりも、さらにカスケイド原則が適用される場面を限定し、広く後の段

階の利用者に対する権利行使を認めるものである。 

 

③ 過失説―主観的要件の修正 

 これに対し、農林水産省の見解を修正し、「適当な機会」を広く解釈する

ことで、より容易にカスケイド原則の適用を認めて、後の段階の利用者に

対する権利行使の機会を制限し、取引の安全を図る説もある。 

 長谷川は、「適当な機会」について、前段階の利用の認識と権利行使の法

的可能性がともに存在した場合にこれを認めるという農水省の定式が必

要十分条件なのかを疑うところから議論を始めている。彼は、前述の 

UPOV 条約改正の経緯に照らすと、権利者に前の段階での権利行使につい

て「相応の注意」が求められていることを前提とした解釈が必要であると

する。そのため、前の段階の利用の認識がない場合であっても、一定の注

意を怠って認識を欠いた者の権利行使は封じられてもやむを得ないとす

る23。また、農水省の定式を満たす場合でも、事実上権利行使が困難な場

合には権利者にとって酷な場面があることを指摘している。その上で、前

段階の利用の認識も、相応の注意も、権利行使の法的又は事実上の可能性

も程度問題であり、個別事案に応じた判断となるであろうと述べる24。 

 この説は、まず、農林水産省が示した主観的要件について、「相応の注

意」を加えることで、比較的カスケイド原則が適用される場面を広げ、収

穫物の生産業者の侵害が成立する範囲を狭めるものである。長谷川は、「相

応の注意」が具体的にどのようなものであるかを明らかにしていないが、

育成者権者が払うべき「相応の注意」の内容については客観的な市場の状

 

限し、育成者権の保護を図ることにより、バランスを回復しようとしていると位置

付けることが許されるかもしれない。 

23 長谷川は、「権利」について、育成者がどの局面で有するどのような権利である

のかについて明確に論じていないが、単に「許諾等」を前提として議論を進めてい

る。 

24 長谷川・前掲注 3・122頁。 
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況等からも主張立証が可能であるように思われ、後述する客観説との中間

に位置するものと考えられる。一方で、法的可能性のみならず、事実上の

可能性も考慮する点で権利者にも一定の配慮を見せている25。 

 

④ 客観説 

 以上で述べてきた学説は、（過失を要求するものにせよ）権利者の主観

に焦点を当てて「適当な機会」を判断するものであった。これに対し、市

場の客観的な状況から「適当な機会」を定めることで、強く取引安全を志

向する説もある。 

 田村は、「権利行使の機会」については、種苗自体の譲渡に対して適用さ

れる消尽の原則（21条 4 項）が、権利者が権利を行使したことを前提とし

ているのに対して、本号はより広く権利を制限する書きぶりとなっている

ことに鑑みれば、無断で生産された種苗が相当量市場に出回っている場合

には、権利行使の機会があったと評価して、後の段階に対する権利行使は

否定すべきであろうとしている。また、農林水産省の見解が、適当な機会

を権利者の主観にかからしめている点について、そのような事情は収穫物

や加工品の取引者が容易に探索することができない事情であり、そのよう

な場合にまで権利行使を認めることは収穫物や加工品の取引の安全を著

しく阻害することになりかねないとして批判している。他方で、権利者に

無断で生産された種苗（と収穫物）が一度も市場に出回ることなく生産し

た企業の内部で収穫物（さらには加工品）が得られそれが市場に販売され

る場合や、権利者とは無関係に外国で生産された種苗から得られた収穫物

や加工品が日本に輸入される場合には、権利者が種苗の生産（あるいは収

穫物）に対して権利行使をする機会がなかったと評価され、収穫物（ある

いは加工品）の販売行為に対して権利行使することができるようになると

解している26。 

 田村の見解からは、これまで確認してきた他の見解と比べて、取引安全

の思想が強く窺える。すなわち、育成者権者の主観によって、後の段階の

 
25 権利者に相応の注意を要求する趣旨か定かではないが、茶園も、権利行使が法的

に不可能でないとしても、「事実上困難であれば」適当な機会がなかったと判断され

ることもあり得るとしている。茶園・前掲注 3・80頁。 

26 田村・前掲注16・407頁。 
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利用者の地位が不安定になることを警戒しているのである。この説を採る

と、上述の学説と比較してカスケイド原則の適用範囲は広がり、後の段階

の利用者に対する権利行使はより制限されることになろう。 

 

４．本判決の意義 

 本判決と原判決とでは、「権利を行使する適当な機会」の有無について

の判断が異なっているが、これは、前の段階における利用行為についての

事実認定を異にしていることに起因している。原判決は、被告を輸入行為

者として認定した上で、中国における菌床生産者に対する「権利を行使す

る適当な機会」の有無を検討し、これを否定した。一方、本判決は、訴外

国内商社を輸入行為者として認定した上で、当該商社に対する「権利を行

使する適当な機会」の有無を検討し、被告が原告に対して当該商社の名称

や本店所在地を回答した後についてはこれを肯定した（以下、この回答の

ことを「本件回答」という。）。そのため、本件回答後のしいたけにはカス

ケイド原則が適用されて、被告に対する損害賠償請求が否定された。一方

で、本件回答前のしいたけについては、原告が被告に対して侵害の可能性

を通知する以前のしいたけの利用行為に係る過失が否定されたため、損害

賠償請求はその限りで否定された（以下、この通知のことを「本件通知」

という。）。よって、結論としては、本件通知後、本件回答前のしいたけに

ついて、被告に対する損害賠償請求が認められた。 

 以下、本判決の意義を確認していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）「権利」について 

 本判決は、「権利を行使する適当な機会」について「育成者権者等が、第



育成者権の保護範囲に係るカスケイド原則(渡邉) 

知的財産法政策学研究 Vol.64(2022) 269 

三者によって登録品種の種苗や収穫物が利用（無断増殖等）されている事

実を知っており、かつ、当該第三者に対し、許諾契約を締結することなど

によって育成者権を行使することが法的に可能であることをいう」とした。 

そもそも、本判決は、「権利」について何が含まれると考えているのだろ

うか。本判決では、「許諾契約を締結することなど」と述べられているとこ

ろ、「など」に何が含まれるのか明らかであるとはいえない。仮に本判決の

ように、権利行使の「法的」可能性を「適当な機会」の充足のために要求

するならば、その「権利」とはどの時点で有するどのような内容のものを

指すのかということについて考察することは重要であろう。 

 第三者に対して行使し得る権利として考えられるものには、(1) 利用行

為が開始される前の段階における種苗に対する利用許諾権及び差止請求

権、(2) 過去の種苗の利用行為に対する損害賠償請求権の 2 つがあると考

えられる27。本判決は、「少なくとも本件回答書の到達以降に国内で販売（譲

渡）される輸入菌床については、かかる第三者（SSIT）との間で許諾契約

を締結することなどによって本件育成者権を行使することが法的に可能

となったとみるのが相当」と判示しており、利用許諾権の行使を想定して

いることがわかる。本判決は利用許諾権と差止請求権との区別を明らかに

していないものの、前述したように、区別することの実益はない。よって、 

(1) が含まれると解することになろう。 

 では、(2) の損害賠償請求権は「権利」に含まれるだろうか。育成者権

者は、当該商社に対して、既に被告に販売し、当該商社の手を離れている

種苗についての損害賠償請求権を依然として有している28。仮に損害賠償

請求権も「権利」に含まれるとすれば、本件回答後はこれを行使すること

ができるため、被告に対する損害賠償請求は一切認められないはずである。

しかし、本判決はそのようになっておらず、損害賠償請求権は「権利」に

含まれないと解しているようである。 

 このように見ていくと、本判決は、「権利」とは、前の段階の利用者の手

 
27 廃棄請求権等も存するが、差止請求権と一体に行使されるものであるため、ここ

では一旦措く。 

28 損害賠償請求権の発生要件には、差止請求権等と異なり、侵害者の主観的要件が

必要となるが、法35条によって過失が推定されるため、侵害行為がある場合にはお

よそ不法行為に基づく損害賠償請求権は発生していると解して良いだろう。 
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元に種苗がある段階における利用許諾権あるいは差止請求権であると解

していることがわかる。本判決の下では、例えば、育成者権者が、収穫物

の段階で初めて侵害に気づいてその生産業者に対して侵害訴訟を提起し

た場合、通常、侵害訴訟の対象物は前の段階の利用者である種苗業者の手

を離れており、育成者権者は種苗業者に対して利用許諾権あるいは差止請

求権を有さないため、カスケイド原則の適用が認められず、収穫物の生産

業者に対して権利行使が認められることになる。収穫物の生産業者として

は、自らが取り扱う品種について侵害の疑いが生じた場合に、育成者権者

に対して種苗業者の情報を伝達する等して、それ以降に取り扱う種苗に係

るカスケイド原則の適用を促すことができるのみである。 

 なお、本判決からは、外国における育成者権に相当する権利が「権利」

に含まれるかという論点についてどのような態度をとっているのかとい

うことは定かではない。これは、本判決が、カスケイド原則の適用の可否

に際して、国内の商社が行った国内の輸入・譲渡行為に対する我が国の育

成者権の行使を検討しており、外国における行為を検討対象としていない

ためである。これに対して、原判決は、中国の菌床生産者による中国にお

ける侵害行為に対する権利行使を検討している。原判決は、ここにいう「権

利」が何を指すのかについては明示していない。UPOV 条約10条(3) の「育

成者権の保護の独立」の規定に照らせば、種苗法には明文はないものの、

育成者権についても「属地主義」が妥当することになろう29。属地主義を

採る場合、中国において我が国の育成者権が行使されることは想定し得ず、

原判決は、外国における育成者権に相当する権利をも「権利」に含めてい

ると理解することになろう。 

 

（2）「適当な機会」について 

 原判決は、「適当な機会」の判断にあたっては否定例を示すのみであり、

定式を明らかにしたものとはいえない。一方、本判決は、「（権利を行使す

る）適当な機会」とは、権利者の認識及び権利行使の法的可能性であると

いう定式を示したことに意義がある。以下では、判決が示した各要件につ

 
29 櫻谷満一「植物品種の知的財産としての保護と活用」57頁 (2019年) (https://kutarr. 

kochi-tech. ac.jp/?action=repository_uri&item_id=1869&file_id=19&file_no=1)。 
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いて順に確認していく。 

 

①「権利者の認識」要件について 

 原判決は、「適当な機会」の否定例として、「例えば、〔1〕 育成者が第三

者による種苗の無断増殖、販売を知らず、収穫物が流通した段階で初めて

当該種苗が無断で増殖され、その収穫物が販売されていることを認識した

場合、〔2〕 登録品種の種苗が海外で無断増殖されたことから、育成者権 [マ

マ] がその事実を認識し、権利行使をすることが法的又は事実上困難であ

る場合などを含む」としている。その上で、「本件品種に係るしいたけは、

海外で無断増殖されて日本に輸入され、原告が被告河鶴らによる種苗の無

断増殖、販売を知らずに収穫物が流通した段階で被告各しいたけの無断販

売を発見したのであるから、上記の『権利を行使する適当な機会がなかっ

た場合』に該当する。」と判示した。そこで挙げられている具体例は、無断

増殖や販売について権利者の認識がなければ「適当な機会」があったとは

いえず（〔1〕）、また、権利者の認識があったとしても、海外での無断増殖

であったために法的又は事実上の困難が随伴するのであれば、やはり「適

当な機会」があったとはいえない（〔2〕）ということを意味しており、「権

利者の認識」がなければ適当な機会を否定する趣旨であるように読めなく

もない。しかし、冒頭の「例えば」と末尾の「などを含む」という文言に

よって、〔1〕 と 〔2〕 があくまで例示にとどめられているため、結局、「権利

者の認識」を「適当な機会」の要件とする趣旨であるか否かは定かにはさ

れていない。 

 原判決は、具体的なあてはめにおいて、「本件回答書……には、中国の菌

床生産業者及び種菌の購入先の名称及び住所が記載されているにすぎず、

当該菌床生産者が侵害行為をしたことを裏付ける客観的な資料や説明は

なく、かえって、S.S.IT は、河鶴農研に販売した菌床が本件品種であると

認めたことはなく、当該菌床は『L-808』であると説明していたのであるか

ら、上記回答後も原告が客観的資料に基づいて侵害者を覚知することは困

難であったというほかない」とした。 

 これに対し、本判決は、「適当な機会」の要件として、「育成者権者等が、

第三者によって登録品種の種苗や収穫物が利用（無断増殖等）されている

事実を知っており、」と述べ、「権利者の認識」が必要となるという立場を
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採ることを鮮明にした。具体的な当てはめにおいても、原告が本件通知書

を発出した時点で既に対峙培養試験を行って被告各しいたけが本件育成

者権を侵害している可能性が高いとの客観的な証拠を得ており、本件回答

書によって、種苗である菌床を国内の輸入業者が輸入して販売していると

の事実及びその輸入業者を具体的に特定するに足る情報を得たとして、本

件回答書を得た時点以降の「権利者の認識」を認めている30。すなわち、

本判決は、「権利者の認識」の対象について、権利侵害の客観的な証拠、侵

害の事実及び侵害者を具体的に特定するに足る情報と考えているようで

ある。 

 原判決と本判決とでは、検討されている「権利」、相手方及び行為が異な

っているのはもちろんであるが、「権利侵害の客観的な証拠」についての

判断方法が異なる点が注目される。原判決は、「当該菌床生産者が侵害行

為をしたことを裏付ける客観的な資料や説明」がなく、商社による菌床の

品種名に関する説明をも考慮して、客観的資料に基づいて侵害者を覚知す

ることは困難であったとした。 

 一方、本判決は、「権利者の認識」の対象である権利侵害の客観的な証拠

について、どのような内容のものを想定し、これを肯定したのだろうか。

種苗(菌床)を扱う者に対して「権利を行使する適当な機会」を検討するた

めに用いるものであるから、種苗(菌床)を扱う者が権利侵害行為を行って

いることについての客観的な証拠であるとも思われる。しかし、本判決は、

上に述べたとおり、原告が本件通知書を発出した時点で既に対峙培養試験

を行って「被告各しいたけ」(収穫物)が本件育成者権を侵害している可能

性が高いという客観的な証拠を得ているとして、これを肯定している。本

件で行われた対峙培養試験の詳細は明らかではないが、「被告各しいたけ」

との対峙培養試験と述べており、また、原告は本件回答以前に輸入業者で

ある SSIT が侵害行為を行っている事実を知らなかったと認定されている

ことからは、対峙培養試験に用いられた種菌は、種苗を扱っている SSIT か

ら購入して被告各しいたけを生産するために用いられたものと同じもの

 
30 本判決は、「権利者の認識」と権利行使の「法的可能性」という 2 つの要件を立て

ているが、どの事実をどのようにそれぞれの要件に当てはめているかについては定

かではない。 
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ではなく、被告各しいたけから抽出したものと推察される31。そうすると、

本判決は、原判決と異なり、種苗を扱う者による権利侵害の客観的な証拠

について正面から考慮するのではなく、収穫物を扱う者による権利侵害の

客観的な証拠があれば足りると考えているように思われる32。 

 侵害の事実については、さらに、ある種苗が育成者権を侵害するもので

あるという事実と、ある者が当該種苗を利用している事実という 2 つに分

けることができるだろう。本判決は、前者について、収穫物の元の種苗で

はなくとも、収穫物から抽出することのできる種苗が育成者権を侵害する

ことを認識していれば足りると考えているようである。 

育成者権者が収穫物の生産業者に対して権利行使をする際には、通常、

ある収穫物が侵害の対象物である旨の警告を生産業者に送付するであろ

う。これに対して、収穫物の生産業者が権利行使を免れるためには、警告

の対象となった被疑侵害収穫物の元の種苗を扱う種苗業者の情報を育成

者権者に伝達することによって、「権利者の認識」要件を満たすことが考

えられる。このとき、「権利」について差止請求権及び利用許諾権に限定す

る本判決の理解の下では、「権利者の認識」要件を満たすとして収穫物の

生産業者が権利行使を免れる範囲は、当該伝達時以降に種苗業者が販売す

る種苗から栽培した収穫物ということになる。一方、「権利」について損害

賠償請求権をも含むと解する場合には、当該伝達によって種苗業者の情報

を知ることになった権利者は、種苗業者が既に販売した種苗についても権

利行使が可能になる。そのため、収穫物の生産業者は、収穫物に対する権

利行使を全て免れることになる。 

 

 
31 例えば、本件同様の菌類であるなめこに係る育成者権侵害事件 (知財高判平成27

年 6 月24日判時2286号160頁) では、小売店で購入したなめこから抽出した培養菌を

用いて対峙培養試験を行っている。 

32 平井は、被告各しいたけが、当該商社が納品した菌床から収穫されたものである

か否かについて争われる可能性も十分にあり、そのことを客観的な資料をもって立

証することは必ずしも容易ではないと指摘している。平井 (控訴審)・前掲注 3 知財

ぷりずむ17巻201号21頁。 
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②「法的可能性」要件について 

 原判決は、「適当な機会」の否定例として、「育成者権[者]がその事実を

認識し、権利を行使することが法的又は事実上困難である場合」を挙げて

いる。一方、本判決は、「適当な機会」の要件として、「育成者権を行使す

ることが法的に可能であること」を挙げている。本判決は、具体的なあて

はめの際に、権利行使することについて「少なくとも」法的な妨げはなか

ったと判示しており、文言上、権利行使について「法的な」可能性と「事

実上の」可能性を区別しているようにも思われる。しかし、文言から「事

実上」が落とされているが、そもそも何をもって「事実上困難」というの

か、あるいは「法的に可能である」というのかは一義的に決まるものでは

ないから、こうした文言の相違をもって、本判決が原判決とは異なる何ら

かの立場を示したといえるのかということは定かではない。 

 原判決は、カスケイド原則の適用の可否にあたって、中国の菌床生産者

の中国国内での利用行為に対する中国の育成者権に相当する権利の行使

の可能性を検討しているように思われる。そこでは、上に述べた部分と重

なるが、まず、権利行使の前提として権利者の認識を要求しているようで

あり、客観的資料に基づいて侵害者を覚知することの困難について判示し

ている。次に、外国における権利行使の可能性を検討し、中国では当時 

UPOV 条約に加盟していたものの、しいたけについては保護対象植物とさ

れていなかったため、原告が中国国内で本件品種の育成者権を主張するこ

とはできなかったとして、法的な権利行使可能性を否定した。すなわち、

原判決は「事実上困難」を考慮すると判示しているものの、それはむしろ

「権利者の認識」に係るものとして検討されており、「権利行使の可能性」

については、外国における権利行使に係る「法的」可能性の欠如をもって

「適当な機会」を否定したものと読むことができる。 

 一方、本判決は、「権利者の認識」を肯定した際と同様の事実（権利侵害

の客観的な証拠、侵害の相手方の名称及び所在地）を示し、原告が本件回

答書を得た時点より後の権利行使について「少なくとも」法的な妨げはな

かったとした。すなわち、本判決にいう権利行使の「法的可能性」とは、

抽象的に権利が発生しているのみでは足りず、権利侵害の客観的な証拠を

得ており、侵害の相手方の名称及び所在地を把握している場合に肯定して

いるものであることがわかる。このように解すると、「権利者の認識」要件
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を満たしている場合にはおよそ本判決のいう「法的可能性」要件は満たさ

れるように思われる。 

 

５．検討 

 以上では、本判決が示したカスケイド原則の定式の意義について確認し

てきた。本判決の定式及び結論には疑問があるため、以下検討していきた

い。 

 

（1）「権利」について 

 本件では、当時の品種登録簿の運用として特性表の公示が不十分であっ

たというしいたけの特殊性のために、後の段階の利用者である被告の過失

の推定が覆滅され、本件通知前に販売していたしいたけについての損害賠

償請求は認められなかった。しかし、法35条が侵害行為について過失を推

定しており、一般に考えられているようにこの推定の覆滅が困難であると

すると33、後の段階の利用者は、特性表の公示が十分になされている限り、

過去に利用（譲渡）した収穫物について過大な損害賠償責任34を負うこと

になりかねない。また、育成者権者は、種苗会社から小売店までの全ての

利用者に対して損害賠償請求権を有するが、誰に損害賠償を請求するかを

選択できることになる。しかし、カスケイド原則の導入の経緯を顧みると、

権利の範囲のデフォルトを「種苗」に設定し、育成者権者の恣意的な権利

行使を避けることで、育成者権の保護と取引安全の調和を実現することこ

そが同原則が目指したことではなかったか。また、前の段階の利用者に対

して損害賠償請求権を行使できるのであれば、育成者権者の保護として十

分であるといえよう。ゆえに、「権利」には損害賠償請求権も含まれると解

すべきである。 

 このように解すると、育成者権者は常に前の段階での利用者に対して損

害賠償請求権を有するため、後の段階での利用者は、育成者権者に侵害の

 
33 農林水産省編・前掲注 5・150頁。 

34 種苗法は、損害額の推定規定を置いており (34条)、同条 1 項は、譲渡した植物体

をベースとして損害額を推定している。一般に、種苗より収穫物の方が、単価が大

きくなるため、収穫物に対する権利行使の方が賠償額が大きくなることが想定され

る。 
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疑いがあることを通知された場合に、前の段階の利用者の情報を回答する

のみで、責任を全て免れるようにも思えるが、これは許されるのだろうか。

例えば、本判決は、本件通知後、本件回答前までのしいたけについて損害

賠償請求を認めているが、これについても権利の行使が封じられるべきも

のなのだろうか。この点については、損害賠償請求権を行使する「適当な

機会」の有無によって決すべきことになろう。 

 なお、外国における育成者権に相当する権利については「権利」に含ま

れるべきではない。この点については、「我が国における権利を行使する

ことのできる段階が外国における権利行使の状況によって左右されるこ

とは適切ではない」という茶園の説明が妥当であろう。外国の事業者に対

する権利行使は、内国の事業者に対する権利行使に比して、困難な場合が

少なくなく、その権利行使の可能性をもって、内国の事業者に対する収穫

物等に対する権利行使が否定されてしまうのでは、収穫物等に対する権利

行使を認めた意義に悖ると考えられるからである。このような理解の下で

は、原判決が、前の段階の利用者として外国の菌床生産者について検討す

る際、中国の品種登録制度について言及したことは不要であったと解され

ることになる。 

 

（2）「適当な機会」について 

①「権利者の認識」の必要性 

 本判決は、「適当な機会」の判断にあたって、「権利者の認識」という主

観を要件としているが、この点に関しては、前述したように、本判決と同

様に権利者の認識を要件とする主観説ばかりでなく、認識に加えて契約締

結の可能性があるか否かということまでをも要求する契約締結の機会説、

市場の客観的な状況において種苗業者に対する権利行使が可能であれば

収穫物等に対する権利行使を否定する客観説、権利者に前の段階での権利

行使について相応の注意を施していたことを要求する過失説が対立する。 

 まず、品種が利用されているという事実を権利者が知っていたかどうか

によってカスケイド原則の適用の可否を決めるという主観説は、客観説が

批判するようにカスケイド原則の趣旨である取引安全をあまりにも欠く

ものである。また、契約締結の機会説も、契約締結の可能性の前提として

権利者の認識を要求しており、同様に取引安全を欠くものであるといえよ
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う。 

 これに対して、権利者に「相応の注意」を課す過失説は相対的に穏当な

判断を示しているものといえるようにも思われる。過失説は、「相応の注

意」の内容について客観的な状況から主張立証を許す点で、権利者と利用

者の公平を図ることができる。また、権利行使された後の段階の利用者は、

権利者に対して前の段階の利用者の情報を開示することで、以後の利用行

為についてカスケイド原則の適用を促し、権利行使を免れることができる。

これは、現に認識している利用行為について、前の段階の利用者を把握す

ることを容易にし、前の段階への権利行使を促進するものともいえる35。 

 しかし、過失説を論じる際に注意を要するのは、この見解が過去の時点

における相応の注意を論じている点で、前述した「権利」の解釈において

損害賠償請求権を含まない見解を前提としているということである。実際、

本判決も、「権利」を差止請求権及び利用許諾権に限定して解し、収穫物の

生産業者に権利行使するよりも前の時点における「権利者の認識」を問題

とした。しかし、自説のように「権利」を損害賠償請求権として解すると、

権利者が収穫物の生産業者に対して権利行使をした後であっても、種苗業

者に対する損害賠償請求権について認識した場合には、カスケイド原則が

適用されて、種苗業者に対して権利行使をすべきことになるので、「権利

 
35 ｢相応の注意」を欠いたとされる局面については、例えば、客観説の具体例とし

て挙げられていた「無断で生産された種苗が相当量市場に出回っている場合」は、

「相応の注意」を払うことで、利用行為者に対して権利行使をすることができた場合

にあたるだろう。また、「権利者に無断で生産された種苗 (と収穫物) が一度も市場

に出回ることなく生産した企業の内部で収穫物 (さらには加工品) が得られそれが

市場に販売される場合」は、「相応の注意」を払ったとしても、前の段階における利

用行為の認識可能性は認められず、「適当な機会」は否定されるように思える。この

ように、過失説は、客観的な市場の状況を取り込むことも可能とするものであるた

め、客観説に近づくように思われる。しかし、主観をベースに考えるものである以

上、最終的には権利者の属性等によって「適当な機会」が左右される点が異なる。

例えば、育成者権者が小農であることに加えて、種苗が異なる商圏において相当程

度流通していた場合を想定すると、客観説からは、当該種苗が侵害品種であるとい

う事情は収穫物の取引者が容易に探索することができない事情であるとして「適当

な機会」を肯定することになろうが、過失説からは、「相応の注意」の有無によって

はこれを否定することもあり得よう。 
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者の認識」の時点は問われないことになる。すなわち、本判決のように、

過去の時点における「権利者の認識」を問題としたり、過失説のように過

去の時点において相応の注意を求めたりする見解は、損害賠償請求権が

「権利」に該当しないという立場をとって初めて採用する意味のある見解

となる。したがって、「権利」に関する自説に従う限り、過失説は採用し得

ない。 

したがって、本稿は客観説をもって妥当と考える。ただし、その場合の

問題は、従来の客観説が、種苗が相当量市場に出回っているというだけで、

種苗業者に対する損害賠償請求権を含む権利行使が可能であり、ゆえにカ

スケイド原則が適用され、収穫物に対する権利行使を否定している点であ

る。種苗の市場における流通量をもって収穫物の侵害行為に対する権利行

使を否定してしまうと、市場の状況から種苗業者を特定できない場合には、

権利者は権利行使の相手方を失ってしまい、育成者権の保護に欠くところ

があるように思われる。客観説が考慮する市場の客観的な状況には、種苗

の流通量のみならず、種苗業者を特定し得るか否かという流通の態様をも

含むものと解すべきではないだろうか。 

 

② 権利行使の可能性の程度 

 次に、「適当な機会」を肯定するためには、権利行使の「法的」可能性で

足りるのだろうか。この点については、カスケイド原則の文言が「適当な

機会」と規定されており、元となった UPOV 条約も「合理的な機会」と規

定されていることに鑑みると、原判決のとおり、「事実上の」可能性を考慮

に入れることが妥当であるように思われる。 

 前述のとおり、何が「法的」な可能性であり、「事実上の」可能性である

のかは定かではない。しかし、例えば、種苗会社が破産したような局面を

想定すると、仮に「権利」を差止請求権及び利用許諾権のみと解する場合

には、権利行使できないことが通常だろうが、「権利」を損害賠償請求権ま

で含めて解する場合には、法的には権利行使が可能であるように思える。

このような場合に、権利の実現可能性までをも考慮することが許されるの

であれば、それは権利行使の「事実上の」可能性として考慮されるべきで

あろう。 

 本判決は、本件回答後について、菌床の輸入販売を行った商社の名称と



育成者権の保護範囲に係るカスケイド原則(渡邉) 

知的財産法政策学研究 Vol.64(2022) 279 

本店所在地に加えて、被告各しいたけが原告の育成者権を侵害している可

能性が高いという客観的な証拠を得ていたことをもって、権利行使の法的

可能性を肯定している。これに対して、原告は、訴外商社 SSIT が自身の販

売した菌床が本件登録品種であることを否定していることをもって、SSIT 

に権利行使することは法的にも事実上も困難であったと主張していると

ころ、このような侵害者の認識は権利行使の「事実上の」可能性として考

慮されるべきだろうか。権利行使の「事実上の」可能性を考慮することを

肯定する以上、種苗段階の利用者の動静が「事実上の」可能性に影響する

こともあり得よう。しかし、カスケイド原則が収穫物を扱う者の取引安全

を図っていることに鑑みれば、種苗を扱う者が自己の侵害を認めるか否か

によって、収穫物を扱う者の地位が不安定にされるべきではなく、侵害者

の認識は「事実上の」可能性として考慮されるべきではないように思われ

る36。権利行使の「事実上の」可能性として考慮されるべき事情は、市場

の状況や当該種苗業者の規模等、客観的に把握できるものに限られるべき

ではないだろうか。そうだとすると、本件では、ほかに特段考慮するべき

権利行使の事実上の困難も見受けられないため、権利行使の可能性を肯定

した本件の結論は妥当なものであったといえよう。 

 

Ⅲ 終わりに 

 

 本稿では、育成者権の保護範囲に係るカスケイド原則について、しいた

け事件を素材として考察してきた。本判決は、カスケイド原則の定式とし

て、「権利者の認識」要件と「法的可能性」要件を定めたものである。しか

し、本判決が、カスケイド原則の適用の前提となる「権利」について、差

止請求権及び利用許諾権に限るものと解し、収穫物の生産業者に対して相

対的に広く権利行使を認めたことは、育成者権の保護範囲のデフォルトが

「種苗」であるということを顧みておらず、疑問である。また、「権利者の

認識」を要件としていることは、カスケイド原則が志向する取引安全を害

するものであるし、権利行使の可能性について「法的」とする趣旨も不明

確といえよう。本稿は、これら本判決の定式の問題点を明らかにし、これ

 
36 茶園も同旨。茶園・前掲注 3・81頁。 
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に応答するために、カスケイド原則の定式の修正を提唱してみたものであ

る。 

 

[付記] 

 本稿は、筆者が東京大学法科大学院で作成したリサーチペイパーに修正を加えた

ものです。本稿の作成にあたっては、東京大学大学院法学政治学研究科の田村善之

教授より、懇切丁寧なご指導を賜りました。数えきれないくらい何度もオンライン

上で面談の場を設定してくださり、その度に熱心で手厚いご指導を賜りました。宮

城大学大学院食産業学研究科の片岡拓海さん (現在は種苗会社にご勤務) には、多く

の種苗法に関する情報や話題を提供いただきました。校正にあたっては、北海道大

学大学院法学研究科の髙橋直子特任助手に大変お世話になりました。この場を借り

て厚く御礼申し上げます。 
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